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庄内柿振興協議会、庄内みどり農業協同組合、全農山形県本部 

 

選 別 基 準 
（Ａ）重量区分 

階   級 ３Ｌ ２Ｌ Ｌ Ｍ Ｓ 

１ 個 重 量 ２５０ｇ以上 ２２０ｇ以上 １９０ｇ以上 １６０ｇ以上 １３０ｇ以上

７.５ｋｇ箱 ２６ ３２ ３６ ４０ ４４ 
入

玉

数 
５.０ｋｇ箱 ２０ ２４ ２６ ３０ ３６ 

（Ｂ）等級区分 

呼  称 正          品 

赤 秀 品 青 秀 品 優   品 
区  分 

果頂部 果側･へた部 果頂部 果側･へた部 果頂部 果側･へた部 

Ｂ  品 

８０％以上着色し、熟

度よく揃った物 

７０％以上着色し、熟

度よく揃った物 

６０％以上着色し、熟

度よく揃った物 

色沢及び熟度 

（カラーチャト№） 

６.０ ４.０ ５.５ ３.０ ５.０ ２.８ 

優品に準ずる 

枝･葉ずれ

果 

ないもの ないもの ２㎝以内

の黒くな

いものが

１ヶ所程

度 

果頂部と

合 わ せ

て、全体

で２ヶ所

以内 

･果頂部1／3以内に３

～４本程度のまで 

･黒くなっている部分

は１㎝以内のもの 

押し傷 ないもの ないもの ５㎜程度の軽微な物

が果面全体で２ヶ所

まで 

５㎜程度の軽微な

物が果面全体で３

～４ヶ所 

日焼け ないもの ないもの 目立たな

い物 

程度の軽

い物 

･果頂部は甚だしく

ないもの 

･果側部にある物 

障 
 

害 

・ 

形 
 

状 

果頂部黒変 ないもの ないもの ･幅狭く長さ５㎜程

度の物 

･×型症状の物は、軽

微で１㎝以下の物 

甚だしくないもの

※ 着色は、上記基準を原則とし、品質・早生と平核無柿の端境期等を踏まえ、柔軟に対応することもある。

尚、その際、各選果場に緊急対応の連絡を行う。 

 

 



呼  称 正          品 

赤 秀 品 青 秀 品 優   品 
区  分 

果頂部 果側･へた部 果頂部 果側･へた部 果頂部 果側･へた部 

Ｂ  品 

奇形･変形 ないもの ないもの ･軽微な変形で、形状

を損なわない物 

･筋が入っておらず

若干窪んだ程度で溝

の深さが２㎜程度の

もの 

･三角形、五角形まで

変形してない物 

･異常突起のない物 

･果頂部がとがってな

い物 

･溝の深さは５㎜以内

でナイフで皮をむけ

る程度のもの 

くぼみ果 ないもの ないもの ･軽微で窪みの深さ

が２㎜程度のもの 

･柱頭痕が広がって

ないもの 

･窪みが５㎜以内

でナイフで皮をむ

ける程度の物 

･柱頭痕の直径が

３㎜以内のもの 

障 
 

害 

・ 

形 
 

状 

雹害果 ないもの ないもの 表皮が破れ

ておらず白

く乾いてい

る物で、１～

２ヶ所まで 

表皮が破れ

ておらず白

く乾いてい

る物が果頂

部と合わせ

て３～４ヶ

所まで 

表皮が破れていな

いものが数ヶ所に

あるのも 

カキクダア

ザミウマ 

ないもの ないもの ないもの へた部に軽

微なものが

３ヶ所まで 

･果頂部にない物 

･へた部、果側部に

軽微なもの 

アザミウマ ないもの ないもの ないもの へた部に

軽微な物

が１本ま

で 

･果頂部で目立た

ないもの 

･へた部果側部に

２本以内ものも 

コガネムシ ないもの ないもの 被害痕が２ヶ所まで 被害痕が５ヶ所まで

カメムシ ないもの ないもの 被害痕が２ヶ所まで 被害痕が５ヶ所まで

すす点病 ないもの ないもの 小指で隠

れる程度

で軽微な

もの 

目立たない

もので果側

部１／４程

度のもの 

果頂部の２割程度

まで 

病 
 
 

害 
 
 

虫 

落葉病 取り扱いしない 取り扱いしない 取り扱いしない 取り扱いしない 

 


